
函館市食品衛生検査施設外部精度管理調査実施要領 

 

１ 目 的 

この要領は，食品衛生法施行規則（昭和２３年７月１３日付厚生省令第２３号。

以下「施行規則」という。）第３７条第４号の規定に基づき，第三者が実施する外部

精度管理に定期的に参加するための実施方法を示し，客観的に自らの検査技術水準

の妥当性を確認することにより，食品衛生検査施設の検査等の信頼性を確保するこ

とを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

この要領において用いる用語は，「食品衛生検査施設における検査等の業務管理

について」（平成１６年３月２３日食安監発第０３２３００７号）において用いられ

る用語の定義に準じる。 

 

３ 参加計画書の作成 

信頼性確保部門責任者は，施行規則第３７条第１４号に基づき，毎年度，検査部

門責任者と協議のうえ，第三者（財団法人 食品薬品安全センタ－等）の外部精度管

理調査を受けるため，外部精度管理調査実施計画書（様式第３－１）を作成する。 

 

４ 参加対象部門 

函館市衛生試験所微生物担当および理化学担当を対象とし，検査項目群ごとに年

１回以上実施する。 

 

５ 検査実施 

(1) 信頼性確保部門責任者は第三者より送付されてくる試験品の受領後，検査区

分責任者の立ち会いのもと，試験品開封，内容確認を行い検査担当者に検査を実

施させる。 

(2) 検査担当者は検査実施に伴う各種記録および報告書の作成を行い，検査区分

責任者が結果をまとめ，検査部門責任者の承認を受けたうえで，信頼性確保部門

責任者に提出する。 

 

６ 検査結果報告書の送付 

信頼性確保部門責任者は，検査区分責任者より検査結果報告書を受け取り，生 

デ－タ，チャ－ト，検査記録等を確認し，信頼性確保部門で取りまとめて期日内に

第三者へ送付する。 

 

 



７ 評 価 

信頼性確保部門責任者は，第三者から送付されてくる「食品衛生外部精度管理調

査結果報告書」の内容を確認し，その写しを添付して外部精度管理調査報告書（様

式３－２）により，検査部門責任者に報告する。 

 

８ 改善措置 

(1) 検査部門責任者は，外部精度管理調査の結果，改善措置が必要となり改善 措

置を講じたときは函館市食品衛生検査施設内部点検実施要領７改善措置(1)に示

す改善事項報告書（様式１－４）により，信頼性確保部門責任者に報告すること。 

(2) 検査部門責任者は，改善措置を講じるにあたって，検査区分責任者を通じて検

査職員に指示した内容および講じた措置の確認内容を函館市食品衛生検査施設

内部精度管理実施要領（以下「内部精度管理実施要領」という。）９改善措置(2) 

に示す「改善措置記録簿」（様式２－４）に記録して保存すること。 

(3) 信頼性確保部門責任者等は，検査部門責任者から(1) の報告を受けたときは，

講じた措置の確認を行い，内部精度管理実施要領９改善措置(3) に示す「改善措

置確認簿」（様式２－５）に記録し保存すること。 

 

附 則 

この要領は，平成１８年１１月１０日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 


